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かからなくなりますよ」と話すとほっとした様子でした。

　「小規模宅地の評価減の特例」とは、被相続人（サワさん）

の自宅を同居親族（春子さん）が相続し、申告期限まで居

住していれば、その宅地のうち240㎡までは80％減額

できるというものです。

　春子さんが、「相続税がかからないのなら申告しなくて

もよいですね。なにしろ1年だと思っていたら10ヶ月、

あと2月しかないので…」と言いましたが、それは違い

ます。「小規模宅地の評価減の特例」は、申告をしてはじ

めて認められる特例で、必要な添付書類とともに、特例

の適用要件を満たしていることを税務署にお知らせしな

くてはいけないのです。

　もう一つ重要な要件があります。特例の適用を受ける

宅地について「相続税の申告期限までに遺産分割ができて

いること」です。特例の適用を受けられるのは、原則と

して配偶者と同居親族です。対象となる宅地をだれが相

続するのか決まっていない状態では、特例を受けること

ができません。もし申告期限までに遺産分割が決まらな

ければ、未分割で相続税の申告をして、いったん相続税

も納めなければなりません。「だからこそ、ほんとうに時

間がないですよ」と、妹さんたちと早急に遺産分割協議

をするよう春子さんへ伝えるとともに、申告に必要な書

類の依頼をしました。

　数日後、春子さんは早速、妹の夏恵さん・秋代さんと

遺産分割の話し合いをしました。2人の妹たちは、父母の

介護を一手に引き受けてくれた姉の春子さんにとても感

謝しており、自宅を春子さんが相続することに異論はあ

りませんでした。預貯金は夏恵さんと秋代さんが半分ず

つ相続することにしました。こうしてすぐに遺産分割協

議も整い、どうにか無事に申告期限内に相続税の申告を

することができました。3人姉妹が普段から仲良く連絡も

取り合っていたので遺産分割がすぐにまとまったからよ

かったものの、そうでない家族も多いもの。申告期限に

間に合うかどうか、本当にひやひやした案件でした。

　武内弁護士のコメント……………………………………………

　銀行預金の解約や不動産登記の名義変更手続をするには、

通常、遺産分割協議を行います。銀行などの金融機関からは、

遺産分割協議書に全ての相続人の署名・捺印、印鑑証明の

添付を要求されます。相続人が多く、しかも遠方の場合は、

遺産分割協議書に署名・捺印をしてもらったり、印鑑証明

を送付してもらったりするだけでも一苦労です。また、故人

が再婚をしていたりすると、会ったことのない兄弟がいて、

そもそも誰が相続人か分からないケースもあります。そう

すると、相続人の調査をするだけでも 1 ヶ月以上かかって

しまうこともありますので、遺産分割手続には早めに着手を。

………………………………………………………………………………

●早めに税理士に相談しよう

　相続税の申告が必要と思われるときはもちろんのこと、

相続税がかかるかどうかわからないときにも、早めに税

理士に相談することが大切。相続に強い税理士に相談す

れば、相続の手続きや必要書類についても教えてもらえ

ます。手続きや必要書類の準備には時間を要する場合が

ありますし、相続税の概算額についても早めに教えても

らうことで、納税資金の準備もできます。

●相続税の申告・納税をふまえて遺産分割をしよう

　「小規模宅地の評価減の特例」の対象となる宅地をだ

れが相続するのかによって、相続税が大きく変わります。

また遺産分割にあたっては、納税資金も考慮する必要が

あります。遺産分割の話合いをする前に税理士に相談し、

申告・納税を見据えた遺産分割をしましょう。

●申告期限までに遺産分割をまとめよう

　「小規模宅地の評価減の特例」「配偶者の税額軽減」な

どの相続税を大幅に減額できる特例を受けるためには、

申告期限までに遺産分割できていることが要件です。遺

産分割が決まらない場合には、法定相続分で相続したも

のとみなして、未分割として申告し、いったん高い相続

税を払わなくてはなりません。その後3年以内に分割さ

れた場合には特例の適用を受けられます。

身近 相続対策身近 相続対策身近 相続対策な
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内田 麻由子（うちだ まゆこ）
税理士。一般社団法人日本想続協会　代表理事。内田麻
由子会計事務所　代表。東京・港区にて相続・資産税専
門の税理士事務所を経営。相続に関するセミナー講師の
実績多数。財産の相続と心の相続（想続）を楽しく学ぶ『想
続塾』を主催。スローガンは「円満想続の3K～感謝・絆・
供養」。

武内 優宏（たけうち ゆうこう）
弁護士。2005年司法試験合格、準大手法律事務所勤務を
経て2011年法律事務所アルシエン開設。葬儀社の法律顧
問業務や遺言・相続に関する案件等高齢者に関する法的
問題を多く扱い、遺言・相続セミナーなど講演も多数行
っている。特に「おひとりさま」からの法律相談、孤独死
した方の遺族からの相談に精力的に取り組む。週刊ダイ
ヤモンド、月刊仏事など多数のメディアにも掲載。

相続基礎知識相続基礎知識
おさえておきた
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●相続のスケジュール

（1）死亡届の提出【7日以内】

　　市区役所・町村役場に死亡診断書を添えて提出

（2）相続人の調査

　　 　被相続人及び相続人の戸籍謄本等から民法で定
める相続人を調査し、相続人を確定

　　 　調査に基づき「相続人関係図」を作成

　　〈※注意事項〉
　　※ 相続人が多い場合、本籍の異動が多い場合、被相続人に子

がいない場合等には、戸籍謄本の取得に時間がかかる。
　　※ 相続人のなかに未成年者や認知症の人がいる場合には、家

庭裁判所へ特別代理人・成年後見人等の申請が必要となる
ことがあり、時間がかかる。

（3）遺言書の有無の確認

　　 　公正証書遺言の有無は、公証役場に確認するこ
とも可能

　　 　自筆証書遺言は、開封せずに家庭裁判所で検認
を受ける

（4）相続財産の調査と財産目録の作成

　　 　被相続人の負債も含めた相続財産を調査し、不
動産や有価証券等は評価額を算出

　　 　財産の調査に基づき、財産目録を作成
　　※名義預金の有無、生前贈与の有無についても確認する。
　　※ 生命保険金や死亡退職金は受取人固有の財産であり、原則

として遺産分割協議の対象外。

（5）限定承認・相続放棄の手続き【3ヶ月以内】

　　 　相続財産で債務が多いときは、家庭裁判所で限
定承認または相続放棄の手続きを行う

（6）所得税の準確定申告【4ヶ月以内】

　　 　被相続人の1月1日から死亡日までの所得につい
て申告（必要な場合）

（7）遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

　　 　遺言書がない場合には、相続人全員で相続財産
をどのように分割するかを協議し、遺産分割協議
書を作成

　　 　遺言書がある場合でも、相続人全員が合意すれば、
遺産分割協議により誰がどのように財産を取得す
るか決めることも可能

　　※ 遺産分割協議の法的な期限はないが、相続税の申告期限よ
り前に協議を終えることが望ましい。

（8）名義変更の手続き

　　 　遺言書または遺産分割協議書に基づき、預貯金
や不動産等の名義変更・相続登記を行う

　　※金融機関によって必要な書類が異なるので事前に確認する。

（9）相続税の申告・納付【10ヶ月以内】

　　 　被相続人の住所地の所轄税務署長へ、原則とし
て相続人全員が一つの申告書により申告

　　 　相続税の納付は、現金による納付が原則（一定の
要件のもとに延納・物納の制度もあり）

●相続税の基礎控除額

相続税の基礎控除額＝
5,000万円＋1,000万円×法定相続人の数

例：法定相続人が4人の場合

　基礎控除額＝5,000万円＋1,000万円×4＝9,000万円

【注】 本稿は2012年12月1日現在の税制に基づいています。今後の
税制改正により制度が変わる可能性があります。実際の運用に
際しては税理士等の専門家にご相談ください。

＜筆者プロフィール＞


